
平成19年９月１日／広報なめりかわ　1011　平成19年９月１日／広報なめりかわ

INFORMATION 育児 健康 
滑川駅南土地区画整理事業の換地処分の公告についてのお知らせ

　滑川駅南土地区画整理事業地区（下図枠内）で平成 19 年８月 17 日に土地区画整理法第 103 条
第４項の規定による換地処分の公告が行われました。
　これにより、この区域内にお住まいの方や営業をされている方は、８月 18 日から新しい住所・
所在地番に変更となりました。お手数ではありますが、各種変更手続きをお願いいたします。
　また、この区域内に住民登録をされている方には、新旧の住所についてお知らせいたしましたが、
住民登録をされていない方や借地で営業されている法人などにつきましては、土地の所有者または
管理されている不動産会社などへお問合せください。

●主な変更手続き
　【市が変更手続きをする事項】
　・住民基本台帳　・戸籍簿　・土地、建物登記簿（表題部のみ）など
　【個人で変更手続きをお願いする事項】
　・運転免許証　・土地、建物登記簿（所有者の表示変更）　・各種通帳　・自動車検査証
　・年金受給者の住所変更　・電気、ガス、電話、NHK、ケーブルテレビ　など
　※個人の変更手続き事項として記載した事項は一部ですので、各自で所定の手続きをお願いしま
　す。また、変更手続きに必要な書類などについては、各発行元などへお問合せください。

●字名地番変更証明書
　各種変更手続きに必要な「字名地番変更証明書」（無料）を交付しますので、都市開発課まで申
請してください。

滑川駅南土地区画整理事業地区内（枠内）

ＪＲ・地鉄滑川駅

総合体育館

問合せ先　都市開発課区画整理担当（内線４３４）

ポリオ（小児マヒ）
生ワクチンの投与

と　　き 対　　　象　　　者

 ９月 19 日㈬ 平成 18 年７月１日～９月 30 日生まれ

 ９月 26 日㈬ 平成 18 年 10 月１日～ 12 月 31 日生まれ

10 月 ２ 日㈫ 平成 19 年１月１日～３月 31 日生まれ

10 月 11 日㈭ 平成 19 年４月１日～６月 30 日生まれ

※いずれも受付時間は13:30～14:10で、場所は市民　
健康センターで行います。
　なお、上記対象者以外で、生後90か月未満（ただし、
平成19年６月30日までに生まれたお子さん）で、２回
受けていないお子さんは受けてください。

★ポリオ生ワクチンを受けるときの注意
◇１か月以内に、風邪などで医療機関を受診されたお子
さんはポリオ生ワクチン投与の可否について、主治医へ
事前にご確認ください。
◇生ワクチン（麻しん、風しん、BCGなど）の予防接種
を受けた後、27日以上を経過していないお子さんは受け
ることができません。
◇下痢をしている場合は受けられません。
◇ポリオ生ワクチンを受ける前後30分は飲食をしないで
ください。
◇できるだけ体調のよい日に受けてください。またお子
さんの体調がよくわかる人が付き添ってください。
◇説明書「予防接種と子どもの健康」をよく読んできて
ください。
◇予防接種手帳にあるポリオ生ワクチン予防接種予診票
を記入して忘れずにお持ちください。
◇母子手帳を忘れずにお持ちください。

と　き ９月 21日㈮　受付 13:00 〜 13:30

ところ 市民健康センター

対　象

妊婦の方…平成 19年 10月〜 12月に出産
　　　　　予定日
出産後の方…お子さんが平成 19 年６月〜
　　　　　　８月生まれ

内　容

・助産師による講義
　「妊娠〜出産後の乳房管理」
・保健師による話と実技
　「ふれあって遊ぼ」
・妊婦さんと先輩ママさんたちの交流会
・個別相談…おっぱい相談（助産師）、絵本
　の読み聞かせ体験、お子さんの計測など

持ち物
　母子健康手帳、タオル２本（おっぱい相
談希望の方）、そのほか必要なもの

申込み・
問合せ先

市民健康センター（☎ 475‐8011）
( ただし、定員があります。)

備　考

　おっぱい相談を受けられる方は申し込み
の際に予約を入れてください。人数が多い
場合、内容を変更することがありますので、
ご了承ください。

ママと赤ちゃんのふれ愛会
　はじめての赤ちゃんを迎えるママのなかには、妊娠･
出産、そして子育てに戸惑いや不安な気持ちを抱えてい
る方も多いのではないでしょうか。
　妊娠中から出産後も悩みが多い母乳育児を中心に、講
義や個別相談を行っています。ぜひ、この機会に参加し
てみませんか?

滑川市不妊治療費の助成を
希望される皆さまへ　

　市では、体外受精等の不妊治療を受けているご夫
婦に対し、治療費を助成する制度を実施しておりま
すが、平成 19 年度から制度を一部変更しましたの
でお知らせします。
◎対象者となるご夫婦
　市内に１年以上お住まいで、指定医療機関で体外
受精・顕微受精（保険診療以外）を受けたご夫婦
◎助成内容
　助成する額は、対象となる費用のうち一治療周期
につき 10 万円まで、同一年度に２回を限度とする。
◎申請に必要な書類
　①申請書（市民健康センターにあります）
　②指定医療機関の領収書
　　（体外受精・顕微受精にかかる保険診療以外のもの）
　③妻の加入健康保険証の写し
　④振込先の通帳またはキャッシュカードの写し

（郵便局以外）
　⑤印鑑（認印）
　⑥富山県不妊治療費助成事業受診証明書の写し
　　※県（厚生センター）へ申請前に写しをおとり
　　ください

問合せ先　市民健康センター（☎４７５－８０１１）

いきいき糖尿病予防教室の
お知らせ

　糖尿病の初期は、ほとんど症状がみられませんが、
知らないうちに全身の血管を傷め、大きな合併症を
引き起こします。食事療法を中心とした糖尿病の正
しい知識を習得し今後の生活に役立てましょう。
　今回は日中お勤めの方も参加されやすいように夜
間・休日開催です。
と　き　① 10 月　５日㈮　18:30 ～ 21:00
　　　　② 10 月 11 日㈭　18:30 ～ 21:00
　　　　③ 10 月 21 日㈰　　9:00 ～ 11:30
　　　　④ 11 月 20 日㈫　18:30 ～ 21:00
　　　　　　　全回出席でお願いします。
ところ　市民健康センター
対　象　・市や職場の健診などで糖尿病の可能性が
　　　　　あるといわれた方やその家族
　　　　・現在治療中であるが、食事療法などにつ
　　　　　いて詳しく知りたい方など
内　容　・医師の話・食事療法についての講義と試
　　　　　食・糖負荷試験 ( 必要な方 )・運動につ
　　　　　いての講義と実技・個別指導
参加費　テキスト代や運動体験のための実費程度
持ち物　筆記用具
申込み・問合せ先　９月 28 日㈮まで

市民健康センター（☎４７５－８０１１）へ


